
高知県中小企業・小規模企業振興指針の考え方 資料２

●　｢産業振興計画｣と｢条例｣との関係性について

●　6月22日開催した第１回高知県中小企業・小規模企業振興審議会において

　委員から出された意見や、他自治体の中小企業振興条例に基づく指針の構

　成をもとに整理。

　（１）本県が策定する指針のイメージについて

　・他自治体の中小企業振興条例に基づく指針は、

　　①「方向性」　　②「方向性」＋「具体的な計画等」

　　の２種類に分類できる。本県は「具体的な計画等」については、「産業振興計画」や

　　「健康長寿県構想」等が担っていることから、指針自体は①「方向性」を定めるもの

　　とする。

　　（※個別事業については、各種計画（産振計画等）でPDCAを回していき、本審議会で

　　　は取組の方向性について議論していく。（例：分野ごとの濃淡や、新たに取り組

　　　むべき方向性　等）

　（２）指針の考え方について

　　　県内中小企業等を取り巻く経営環境は、今般の新型コロナウイルス感染症の世界

　　　的流行はもとより、デジタル化・脱炭素化・地域経済のグローバル化の進展、人

　　　手不足や事業承継問題など激変している。こうした社会経済状況の大きな変化に

　　　的確に対応していくことが本県産業全体の持続的な発展及び県民生活の向上につ

　　　ながる重要なポイントになってくる。

　　　　そうしたことを踏まえ、事業者の「成長」と成長の前提である「継続」に向け、

　　　県が一丸で取り組むべき方向性を示す。

〈条例制定時の考え方〉

○県を挙げて産業振興計画に取り組んできたが、産振計画の対象以外の産業分野があ
り、また、産振計画に関わらない事業者もある。

○各産業分野（部局）ごとの取組（建設業活性化プラン、健康長寿県構想　等）を推
進してきたが、それぞれの取り組みについて、中小企業振興の理念や方向性を共有す
る仕組みがなかった。
　　　　

県内の中小企業を今まで以上に振興していくために、理念や方向性を共有するための
条例を制定

●　施策の基本的方向

　条例第11条の基本方針を社会情勢や環境変化等に対応した具体的な15項目に分類

　　　条例第11条　施策の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　

1項　中小企業・小規模企業の経営基盤の強
　　 化及び経営の革新を促進すること

２項　中小企業・小規模企業の創業の促進
　　　及び事業の承継の円滑化を図ること

３項　中小企業・小規模企業の販路等の拡
　　　大を図ること

４項　中小企業・小規模企業に対する資金
　　　供給の円滑化を図ること

５項　中小企業・小規模企業の人材の育成
　　　及び確保を図ること

６項　中小企業・小規模企業の振興を通し
　　　て、地域の活性化や地域の多様な資
　　　源の活用を促進すること

７項　中小企業・小規模企業の環境変化へ
　　　の適応の円滑化及び災害等への対応
　　　を促進すること

①経営基盤の強化及び経営資源の確保

②生産性の向上

③新たな技術、製品及びサービスの開発の促進

④知的財産の活用及び産学官の連携

⑤創業及び新たな事業の創出の促進

⑥事業の承継の円滑化

⑦地産外商の強化　

⑧中小企業・小規模企業の振興に資する企　
　業誘致の促進

⑨融資制度等による資金供給の円滑化

⑩事業活動を担う人材の育成及び確保

⑪働き方改革を進める雇用環境の整備の促進

⑫商店街等の振興を通じた地域の活性化の
　促進

⑬地域の多様な資源及び地場産業を活かし
　た事業活動の促進　

⑭脱炭素化をはじめとするSDGs等の新しい課題へ　　　　
　の対応

⑮南海トラフ地震や新型コロナウイルス感
　染症への対応の促進

条例第１２条に基づく指針の内「施策の基本的
方向」（案）

●　スケジュール
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※[資料４]では共通項目と個別項目順に整理

●他自治体の中小企業振興条例に基づく指針

① 「方向性」

② 「方向性」＋「具体的な計画等」

●本県指針（案）

① 「方向性」＋「産振計画」「健康長寿　　　
　　　　　　　　県構想」等で個別に対応
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